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「塩竈シティプロモーションロゴマーク」を使って
塩竈の魅力を広めましょう！

どんなときに使えるの？

利用の手続き

　昨年市制施行80周年を記念し、これからの未来に向けて、塩竈の魅力を守り育てていくためのシンボルとなる、
シティプロモーションロゴマークを決定しました。
　本市では、このロゴマークとともに、塩竈が誇る豊かな地域資源や、海に育まれた美食、その魅力を体感できる
ライフスタイルなど、“海と社に育まれる楽しい塩竈”の魅力を市民の皆さんと一緒に広く発信していきたいと考
えています。
　「塩竈を誰かに勧めたい」「魅力をもっと広めたい」と感じている方、団体、事業者の皆さんに使っていただく
ため、次の通り使用手続きを定めました。ぜひ、ご活用ください。（6月中旬から申請受付予定です。市HP、SNS
でお知らせします）

ロゴマークのパターン

塩竈特有の
豊かな地域資源

海に育まれた美食

魅力を体感できる
ライフスタイル

※カラーや単色のバージョンがあります

・塩竈産の産物のパッケージデザインに
・塩竈での観光イベントやツアーの広告に
・飲食店の箸袋やコースターなどのデザインに
・塩竈の魅力を PR するWEBサイトのデザインに　など

・塩竈の魅力を楽しむイベントや集会の広告
・塩竈の歴史や文化を学習する催しの広告
・塩竈の魅力を PR する SNS への掲載　　など

※使用方法や注意点など、詳細は「本ロゴマーク使用ガイドライン」「使用規約」　をご覧ください。

※6月中旬開始予定

ロゴマークに込めた塩竈の魅力のイメージ

ロゴマークの利用ルー
ルを定めた「ガイドライ
ン」「使用規約」をご覧
ください。

その①　使用ルールを確認
「申請書」に使用目的などを
記入し、塩竈市役所秘書広報
課に提出してください。

その②　「申請書」を提出
市で確認後、ロゴマークの
画像データをお送りします。

その③　画像データ送付

※利用手続き・
　詳細情報は
　こちらから

営利の目的 ～事業者の皆さんなど～ 非営利の目的 ～市民活動など～

塩竈市は、自主財源を確保するため「広報しおがま」に有料広告を掲載しています。 
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